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はじめに

楽譜を読む能力である読譜力は、音楽のあらゆる表現活動を行 う上で基礎 となる能力である。

コダーイ・ メソー ドで知 られ るハンガ リーの作曲家 コダーイ・ゾルターン (1882-1967)は 、読

譜や記譜の能力のことを「音楽的語彙」と表現 している
Lが

、音楽の表現活動における読譜力は、

まさに国語の表現活動における言語能力に相当す ると言える。会話や読書、また文章を作成す る

上で十分な語彙や言語能力が必要不可欠であるように、歌唱や器楽、創作などの表現活動に読譜

や記譜の能力は欠かす ことができない。

現行の小学校学習指導要領における音楽科の 目標には 「表現及び鑑賞の活動を通 して、音楽を

愛好す る心情 と音楽に対する感性 を育てるととt)に 、音楽活動の基礎的な能力を培い、豊かな情

操を養 う」 とある。 また、ここでの 「音楽活動の基礎的な能力」 とは 「生涯にわた り児童が楽 し

く音楽 と関わっていくことができるよう、小学校の段階で育んでおきたい表現及び鑑賞の活動に

必要 となる音楽的な能力のこと」である。
2

とりわけ表現活動において、児童が生涯にわたって 自らこれを楽 しむためには、歌唱や演奏の

技能を体得するだけでなく、音 と楽譜 との関連を意識づけるための読譜力を習得 させ ることが重

要である。 このことか らす ると、国語科における読み書き能力や算数科における計算能力などと

同様に、音楽科においての読譜力 t)ま た、一つの学力あるいは リテラシー として習得す る必要が

あるのではないか、 と著者は考える。 しか し、実際の ところ我が国においては、義務教育の音楽

科教育を通 して楽譜に関する知識の蓄えが十分になされているとは言い難いのが現状のよ うであ

る。

本研究では、我が国の音楽科教育において、読譜力を育成するための読譜指導が どのように扱

われているのか、またこれ までどのように扱われてきたのかを知 るべ く、小学校学習指導要領を

参考に、その歴史的変遷をた どってみたい。
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研究の方法

本研究は、過去か ら現在にわたる小学校の学習指導要領 とそれに付随する指導書や解説書を分

析 し、そ こか ら読譜指導に関する指導 日標や取 り扱われている内容の変遷をたどるとい う方法で

行った。昭和22年の学習指導要領 (試案)か ら平成23年度 より施行 され る新学習指導要領 までの

9回 にわたる改定 ごとに、「学習指導要領の改訂の要点」、「総則」、「音楽科の ^般 日標」、「各学

年の 目標」、「各学年の指導内容の中か ら読譜や記譜に関する t)の 」のそれぞれの項 目について調

べ、その変遷 をまとめているこ

Ⅲ .読 譜 指 導 の 変 遷

1  1947 (日召禾口22)年  (言式雰護)34

この学習指導要領 (試案)は 、「命令で t)規則で t)な く 一つの手引き」であるとして、教育基本

法を基に、その 目的に達するための具体的な 目標 として社会状態に応 じた形で細か く考えだされ

た教育の ‐般 目標、新 しい教科課程、そ ヒ′て、それ らとともに、児童の発達 と指導方法の 一般な

らびに指導結果の考査法等が概説 されている。

音楽科においては、 6項 目にわたる音楽教育の一般 目標の中に、歌唱や器楽、創作、鑑賞 と、

それ らの裏付けとなる知識、技能の習得等、
i音

楽活動の全ての分野が含 まれてお り、「楽譜を読む

力及び書 く力を養 うJと い う項 [1(D、 一般 日標の中に掲げられている。一般 目標の中において、

読譜や記譜の能力の養成について ^つ の項 目を設けて明記 されていることは後にも無いことであ

る。 また、読譜や記譜の能力を身につけさせ ることが重要視 されていたことは、その指導内容か

らt)分かる。指導内容においては、「歌唱」「器楽」「鑑賞」「倉J作」の 4つ の領域全てにわたって

読譜や記譜の能力をつけさせ る指導項 目が置かれ、主な指導内容は 「歌唱」の領域の中で扱われ

ている。聴唱や視唱では、第 1学 年において (第 1学年では聴唱のみであるが )、 既にハ長調、 ト

長調、へ長調、二長調、変口長調の各種の調が取 り扱われ、第 3学年までにはこれノを主な t)の と

し、その後、 これに短調を含む他の調へ と漸次拡大 していく。同様に、楽譜に関す る理解事項 t)

第 1学年か ら少 しずつ覚えさせ、学年が進むにつれ、次第にその数が増や されている。 こうして

早い うちに読譜能力を養い、第 3学年では既に歌唱の領域において視唱の考査が、創作の領域に

おいては記譜力についての考査が行われ るよう記 されている。

これ らは一見、とて t)密iで 程度の高い指導内容が組み立て られているようにく)見 える。しか し、

その指導方法は、児童の能力の発達に即応 し、感覚的にとらえる方法か ら始 まり、徐 々にそれを

概念的理解に変えて行 くとい う、児童にとっての抵抗を少なくした方法が とられている。

2  1951 (日 召禾口26)年  (言式房調)56

昭和26年の学習指導要領では、全体の主な内容 として、「教育の 一般 目標」「教育課程」「学校に

おける指導計画」「教育課程の評価」「学習指導方 と評価」の 5つの事項が取 り扱われている。

音楽科では、まず 一般 目標 として総括 目標を掲げ、それに基づ く 7つ の具体的な 目標が掲げ ら

れた。 ここでは、昭和22年 の学習指導要領 (試案)に 見 られたような読譜や記譜の能力の養成に

ついて明記された項 目は見 られなくなったが、「学習経験を豊かにするためにZ、要な、音楽に関す
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る知識 を得 させ る」 とい う項 目は、その学習内容を含むものと見 られ る。また、この一般 目標に

基づいた小学校の音楽教育の 目標においては、表現技能 と知識理解の項 目の中に、読譜や記譜の

能力の育成に関する内容が具体的に明記 されている。各学年の 目標や内容には、数多 くの読譜や

記譜に関する事項が、箇条書きで細か く記 されている。読譜に関 しては、初めはやは り聴唱等の

感覚的にとらえることから入 り、第 2学年か らは視唱や視奏の活動に進む。また、記譜に関 して

は、第 2学年 より、簡単なフレーズの写譜や リズムを書き取るような段階か ら学習に入つてい く。

各学年で扱われ る調や、楽譜に関す る知識理解の学習内容についても、各学年の 目標の中で具体

的に指定 されている。 6年間で学習する調の種類は、前回 とほとん ど変わ らず、これに 日本の音

階が加わる。

3 1958(昭 和33)年 78

この改訂 より、学習指導要領は 「試案」か ら 「告示」へ と変わ り、法的拘束力を持つ もの とな

った。教育基本法に則 り、道徳教育の徹底や基礎学力の充実、各教科の 目標および内容の精選や、

基本的な事が らの指導の徹底などの点において充実、向上を図 りなが ら、全般的に改善 されてい

る。

音楽科においては、読譜および記譜の能力育成に関す る項 目が、 6つの項 目で記 された各学年

の 目標の うちの 1つ に、学年 ごとに段階を追って記 されている。指導内容を見てみると、絵譜を

使 った指導か ら始ま り、第 3学年より五線の楽譜 と向き合つての学習に入る。第 5学年になると、

創作においても、聴音書き取 りや、作った旋律の記譜な どの活動が取 り入れ られる。第 5学年で

は形式に関する理解 も加わ り、即興的な創作に加 えて、一部形式の旋律を作って書 くとい う活動

も取 り入れ られ る。読譜事項に関す る主な指導方法や、取 り扱われる調などの指導事項について

は改訂前 (昭和26年)と 大きく変わる点はない。

4  1968(日召禾口43)年 910

この改訂では、新 しく 「基礎」の領域が設けられ、基礎的な学習の強化 0充実が図 られ るよう

になった。また、「低学年の指導の充実強化」とい う点 も、基礎の強化を意味する上でこの改定を

特徴づけている。

音楽科の 目標には初めて総括 目標がlaJげ られたが、これは小学校の音楽教育が 「音楽の専門教

育」ではなく 「人間形成のための音楽教育」であるべきとい う考えに基づいて掲げられ るように

なったものである。 ここで初めて用い られるよ うになった 「音楽性」 とい う言葉の持つ意味につ

いては、「音楽的感覚を基盤 とした鑑賞、表現、理解など音楽的諸能力の総称」であるとされてい

る。そ して、この総括 目標 に基づ く4つ の具体的な 目標の 1つ に基礎能力に関する目標が示 され

ている。この 目標は、「すべての活動の基礎 となる音楽的諸能力の育成に関するもの」であるとし

て、あらゆる表現活動の基礎的な能力である読譜力や記譜力の育成に関する日標 も 「音楽的感覚

の発達を図るとともに、聴取、読譜、記譜の能力を育て、楽譜についての理解を深める」 とここ

に明記 されている。 また、各学年の 目標において も、それぞれ第 1項 目に基礎に関する目標が掲

げられている。

読譜や記譜に関す る学習の 目標や内容を前回のもの と比較 して見てみると、まず旋律について

の指導において扱われ る旋律の種類が、これまでは 「フラッ ト1つおよびシャープ 2つ までの調

号の計 7種類の長調、短調 と日本旋法」であったのが、「フラッ トおよびシャープ 1つずつまでの



40 水  町 愛

調号の計 6種類の長調、短調 と日本旋法の旋律」へ と縮小 された。これは、「6年間を通 して無理

なく学習できるように」 とい う改訂の方針に基づいて整理 されたものではないか と思われ る。 し

か し、楽譜に関する知識理解で扱 う事項を見てみると、改訂前より10項 日ほど増えている。その

ほか、内容によつては学習を始める時期が早められているものがある。 これ も、 6年間で無理な

く学習できるようにとの配慮により調整 された もので、準備段階を早め、基礎の定着を図るため

とも考えられ る。

これ以降現在に至る変遷の中で、読譜指導はこの頃までを頂点に次第に縮小 して行き、さまざ

まな理由か ら、徐々にあま り扱われない分野 となるc

5  1977(日召禾日52)年 1112

この改訂により、学習指導要領全体が大きく変化す る。それは、「ゆとり」と「充実」、また「基

礎的・基本的な内容の重視」等のキー ワー ドに示 され る改訂の基本方針に基づ くもので、 どの教

科において t)、 日標、内容 ともに、学校や教師の創意工夫ができるよう、中核的な事項にとどめ

られた。

音楽科では、改訂前 と同様に総括 日標が掲げられたが、これに基づ く具体的な目標は示 されて

いない。 この改訂により、音楽科の領域は、 5つ示 されていたものか ら「表現」 と 「鑑賞」の 2

つに整理統合 された。 これは指導内容の過密化などへの対処 とい うことで、これに伴い、具体的

な内容 も削減 されているc例 えば、知的理解の学習は、無理な詰め込み指導にならないよ うにと

の方針により、視唱・視奏で扱われ る調はフラッ ト1つ までの調号の計 4種類の長調、短調 と目

本旋法の旋律へ と縮小され、扱 う時期 も遅 らせ、楽譜に関する知識理解の事項 も大幅に削減 され

ている。 また、これまで扱われていた記譜や写譜の指導内容は削除 された。唱歌の指導において

は、「音楽本来の学習の重視、学習負担の適正化」などの意味か ら、聴唱を重視 し、視唱は軽減 さ

れ ることとなった。

このほか、指導上の留意事項や方法に関する事項 も大幅に削除 され、Z、要最低限の事項だけが

「指導計画の作成 と各学年にわたる内容の取扱い」の中に示 されてお り、各学校や教師に、創意

と工夫による教育課程の編成 とその実施が任 された。

6 1989(平 成元)年 1314

この年の改訂は、「社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成」を目指 して行われたもの

で、「基礎・基本の重視」や 「個性 を生かす教育を行 う」とい う点、また 「国際理解を深めること

と同時にわが国の文化 と伝統を尊重す る」 とい う内容が掲げられた点が特徴的である。

音楽科においては、「音楽に対す る豊かな感性 を培 う」ことに重点が置かれ、小学校においては、

「音楽性の基礎 を培 う」とともに、「児童に音楽活動の喜びを得 させ ること」力`基本方針 として掲

げ られている。また、これによる改善にあたつて示 された観点の一つに、「学校や児童の実態に応

じた弾力的な指導を進めることにより、個性を生かす教育の充実を図るようにする」 とい うく)の

がある。この方針 と、「学校や児童の実態に応 じた指導が効果的に行われるように」とい うね らい

に基づき、各学年の 日標が 2学年ずつまとめて示 され るようになった点が、この改訂の特徴の一

つである。内容についても、指導事項の整理・区分が行われた。領域は前回のままの 2領域であ

るが、各学年 とも 「身につける能力」 と「取 り扱 う教材」 とに内容を括って示 しているcこ のよ

うに目標や内容の区分が改善 されたのは、「教師の創意工夫を一層活性化す ることJや、「学習活
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動の多様化に対応す ること」、また「個に応 じた指導を進めること」を目指 したためであるとされ

ている。知的理解の事項についてはあまり変化が見 られないが、少 しずつ取 り扱 う時期が変化 し、

また前回なかったものも一つ加 えられている (ア クセ ン トのみ )。 聴唱や視唱において取 り扱 う調

は前回 と変わっていない。倉J作の活動において、記譜について簡単に触れ られてはいるが、具体

的な記譜の指導は扱われていない。第 6学年の内容において、「グループで共通のイメージをもつ

た り、演奏を記録 した りす るために、記譜の方法をいろいろ工夫 させ ることが大切である。」と解

説書に記 されているが、ここでの 「記譜の方法」 とは、五線譜に音符や休符を並べて記す方法に

限 らない ととらえることができる。そ うであるな らば、 6年間を通 じて、特に五線を用いた記譜

の学習は扱われないことになる。

7 1999(平 成10)年 1516

この年の改訂は、完全学校週 5日 制の下、各学校が 「ゆとり」の中で 「特色ある教育」を展開

し、児童に豊かな人間性や 自ら学び 自ら考える力などの 「生きる力」の育成を図ることを基本的

なね らい として行ったものである。具体的な改訂の方針の一つには、「ゆとりある教育活動を展開

する中で、基礎・基本の確実な定着を図 り、個性 を生かす教育を充実すること。」と掲げられてい

る。

音楽科では、総括 目標に 「音楽性」 とい う言葉が用い られなくなった。 これは音楽的な諸能力

を総称 した もの として用い られてきたのであるが、一般的にはノとツ晴面などを踏 まえた広い意味で

用いられ ることもあるとい うことか ら 「音楽活動の基礎的な能力」 とい う表現で示す もの となっ

たのである。

この改訂においてもやは り、「基礎・基本」が重視 されているが、読譜指導に焦点を当てて基礎

的・基本的な内容の扱いを見てみると、まず、視唱や視奏において扱われ る調では、前回のもの

か らさらにへ長調 と二短調が削除 され、ハ長調 とイ短調のみになっている。 また、音符、休符、

記号などについての指導内容は、39種類か ら30種類に削減 されてお り、学年別に指導内容 として

示すことをやめ、「指導計画の作成 と各学年にわたる内容の取扱い」の中にまとめて示 され るよう

になった。記譜に関する指導内容の扱いは、前回 と同様である。 この改訂における読譜指導は、

その指導事項の数や扱いか ら見ると、さらに縮小 した と言える。 また、平成10年の学習指導要領

では、各学年の 目標 とともに内容 も 2学年ずつまとめて示 され るようになった。

8 2011(平 成23)年 17

平成23年度 より施行 され る新学習指導要領では、確かな学力、豊かな心、健やかな体の調和を

重視する 「生きる力」をはぐくむことがますます重要であるとい う基本方針の もと、基礎的・基

本的な知識や技能、思考力・判断力・表現力等を、発達の段階に応 じて徹底 して習得 させ ること

が重視 されている。

音楽科では、教科の総括 日標は現行のモ)の が踏襲 され、基本理念は変えられていない。 また、

内容について も、現行のまま 「表現」及び 「鑑賞」の 2領域で構成 されているが、ここに 〔共通

事項〕が新たに設けられている.こ れは表現及び鑑賞の各活動の中で扱 うものであ り、「音色、リ

ズム、速度など音楽を特徴付けている要素や、反復、問い と答えな どの音楽の仕組みを聴 き取 り、

それ らの働 きが生み出すよさや面白さ、美 しさを感 じ取ること」 また 「音符、休符、記号や音楽

にかかわる用語を、音楽活動を通 して理解すること」を示 している。読譜指導に関する内容の取
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扱いは、この 〔共通事項〕の中に 「音符、休符、記号や音楽にかかわる用語」 として記 されてお

り、その種類は現行 より6項 目増 えている。また、これ らの取扱いの配当学年は示 されてお らず、

これは 「取 り扱 う教材、内容 との関連で必要 と考えられ る時点で、その都度繰 り返 し指導 してい

くように し、6年間を通 した継続的な指導計画に沿つて学習を進める中で、音楽活動を通 して徐々

に身に付けて行 くよ うにす ることが大切である。」とい う方針に基づいたものである。また、視唱

や視奏において扱われ る調は、現行 と変わらずハ長調 とイ短調のみである。

次に、これ らの歴史的変遷の流れを表に表す (表 1)。 「視唱が取 り入れ られ る時期 (学年 )」 、

「視唱や視奏で扱われている調」、「楽典的内容の理解事項の取 り入れ られ る時期 (学年 )と 総数」、

「記譜の事項の扱い」について、改訂 ごとにまとめている。

表 1 読譜指導の取扱いの変遷

視唱が取 り入れ

られ る時期 (学

年 )

視唱や視奏で扱われる調 楽典 的内容の理解事項

の取 り入れ られ る時期

(学年)と 総数

記譜に関する事項の扱い

昭
和

２２

年

第 3学年 長調 :ハ長調、 卜長調、へ長調

短調 :

二長調、変口長調、イ短調

(更 に拡大 しても可)

〔合計 :6以上〕

特に明記 されず。 ・第 3学年で初めて扱 う
。第 4学年 よ り 「記譜 の考

査」

昭
和

２６
年

第 2学年 長調 :

ハ長調、 卜長調、へ長調、

二長調、変口長調、変ホ長調

短調 :

イ短調、既習の長調の関係短調

〔合計 :7以上〕

時期 :第 3学年

総数 :53

第 1学年 「準備を整える」

第 2学年 「単純な歌の旋律

を写譜」

第 3学年より「聞いた旋律

を楽譜に直す」などの活動

第 4学年「記譜の能力を伸

ばす」

第 5学年 「背率を作った り

それ を書いた りす る技能

を伸ばす」

昭
和

３３

年

第 3学年

(第 1学年 :絵

譜で視唱 )

(第 2学年 :リ

ズム譜で視奏 )

長調 :

ハ長調、 卜長調、へ長調、

二長調、変口長調、変ホ長調

短調 :イ 短調

〔合計 :7〕

時期 :第 3学年

総数 :46

・第 3学年 「視唱法で習った

旋律の写譜」

・第 5学年「旋律を作つて正

しく記譜する能力を養 う」

昭
和

４３

年

第 2学年

(第 1学年 :絵

譜で視唱 )

長調 :ハ長調、 卜長調、へ長調

短調 :二短調、イ短調、二短調

〔合計 : 6〕

時期 三第 2学年

総数 :53

第 3学年 「視唱・視奏 した

旋律の写譜」

第 4学年 「旋律の写譜」

昭
和

５２

年

第 3学年 長調 :ハ長調、へ長調

短調 :イ 短調、二短調

〔合計 :4〕

時期 :第 2学年

総数 :35

な し

平
成
元
年

第 2学年 長調 :ハ長調、へ長調

短調 :イ 短調、二短調

〔合計 :4〕

時期 :第 2学年

総数 :36

な し (創作において「五線譜

に限 らない方法で記譜 を工

夫する」 と表記。)



音楽科教育における読譜指導についての研究 43

読譜能力を養 うための知的理解の指導事項は、だいたい どれ も第 3学年辺 りか ら少 しずつ取 り

入れ られている。 また、導入段階においては、歌唱では聴唱、記譜の学習では写譜か ら取 りかか

つている。 このように、能力の発達段階に即応 し、初めは感覚的にとらえる段階を踏み、学年が

進むにつれて概念的に理解す る内容を扱ってい くとい うのは、読譜に限 らず音楽活動の どの学習

においても共通 していると言える。

また、扱われている指導内容の量か ら見ても、読譜指導が盛んに行われた山場 となるのは、初

の改訂が行われた昭和26年 と、新たに 「基礎」の領域が設けられた昭和43年の改訂の頃であると

判断できる。そ して、その後 「ゆとり」や 「学校 ごとの創意工夫を生か した指導」等が方針に掲

げ られた昭和52年の改訂頃より、読譜の指導内容は大幅に肖J減 され、その指導方法についても細

か く示 されることはなくな り、記譜に関する指導事項 も示 されなくなった。そ うして次第に縮小

していき、現行の平成10年学習指導要領が、読譜指導のもつとも下降の時期にきていることが分

かる。平成23年度 より施行 され る新学習指導要領では、指導内容がわずかに増えているが、その

具体的な扱いについては教師の裁量に委ね られている。

Ⅳ .読 譜 指 導 が 抱 え る 今 後 の 課 題

終章では、現在 と今後の読譜指導が抱える課題について、著者の考察を述べたい。

読譜能力は、楽譜を読み取 り、音楽を描 くための能力である。 これは、音楽科のすべての領域

において、その活動の基礎 となる能力であると言える。 したがつて、この能力をどれだけ身に付

けられ るかが、児童の音楽に対する興味・関心や意欲、愛好心をも左右するのではないか と著者

は考える。児童は、独力で 「楽譜を読むことができる」 ことで音楽へのよりいっそ うの興味・関

心を抱 くことができ、また活動にも意欲的に取 り組む ことができる。逆に、独力で楽譜を読むこ

とが困難であれば、音楽の授業において も受け身の活動にとどまって しまい、「理解 して楽 しむ」

学習ではなくなって しまうであろ うし、また 「生涯にわたつて音楽を楽 しむ」 とい うことにも限

界が生 じることと思われる。

我が国の小学校の音楽科教育における読譜指導は、昭和52年 の学習指導要領改訂以降、その取

り扱いが大幅に縮小 され、現行 (平成10年改訂)の学習指導要領で最 も縮小されている。これは、

「ゆとり」を重視 した教育課程の編成か ら生まれた状況であ り、内容の過密は児童にとつての負

担過重であるとい う理由か ら、内容が整理 された結果である。 このように、児童に対す る配慮か

ら、音楽科教育における読譜の指導は縮小の傾向をた どっているのだが、このことについてはい

ささか矛盾を感 じる。読譜指導を徹底 して行 うことで児童に負担を与えるとい う児童の心情面を

平
成

１０
年

第 3学年 長調 :ハ長調

短調 :イ 短調

〔合計 :2〕

時期 :6年 間の指導内容

がまとめて表記。

総数 :30

な し (創作において「五線譜

に限 らない方法で記譜 を工

夫する」 と表記。)

平
成

２３
年

第 3学年 長調 :ハ長調

短調 :イ 短調

〔イン言十 : 2〕

時期 :6年間の指導内容

がまとめて表記。

総数 :36

な し (創 作において、「つ く

った音楽の記譜 の仕方につ

いて、必要に応 じて指導する

こと」 と表記。)
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気遣った配慮により、結果 として児童の内面か ら湧き起 こるものに蓋を して しまっているか らで

ある。基礎・基本の内容を重視す るか らこそ、そ して 「自ら学び、自ら考える力」や 「生きる力」

を養わなければいけないか らこそ、 自発的な音楽活動のもととなる読譜の指導は十分に行われ る

ことが望ま しい と考える。語彙に制限を加 えることで言語表現を不 自由なものに して しま うの と

同様に、音楽においても、楽譜に関す る知識理解の事項についてこれ と同様のことが言えるので

はないだろ うか。 これ らの内容は、児童の発達段階を踏 まえなが ら、縮小することなく十分な量

を指導すべきではないか、 と著者は考える。

読譜指導が最 も充実 して行われていた昭和26年改訂の試案を見てみると、一見過密で程度の高

い指導内容が組み立て られているようにも見える。 しか し、その指導方法は、児童の能力の発達

に即応 し、感覚的にとらえる方法か ら始 まり、徐々にそれを概念的理解に変えて行 くとい う、児

童にとっての抵抗を少なくした方法が とられている。 この通 りの指導が 6年間にわたつて行われ

れば、最終的には、あらゆる調の旋律を独力で読み、歌唱や演奏をすることが可能 とな り、また、

自分で旋律を作 り、これを書き留めることも可能 となる。 これは、児童にとつて音楽経験の喜び

や楽 しさを 日常の生活に取 り込むことや、生涯にわた り自主的に音楽活動を楽 しむことも可能に

なる。大きく捉 えれば、このことがそのまま、音楽科の 目標にある 「高い美的情操 と豊かな人間

性 とを養 う」 ことにもつながると言えるであろ う。

また、その後、読譜指導に関す る内容が縮小 してか らも、読譜に関す る指導内容を削減するこ

とが明示 されているわけではなく、あくまでも、学習指導要領において指定する内容や指導法に

関する記述が縮小 され、取 り扱 う内容や方法が学校 ごとの創意工夫に委ね られるよ うになったの

である。 しか し、このことが結果 として、読譜が十分に指導 されない状況を生む要因の一部にな

つているのではないかと推察する。現在、公立小学校において、教科担任制を取 り入れ るか もヒ/

くは音楽専科の教師を置 く学校は一部である。特定の教師が全学年にわたって計画的に指導を行

うことのできる環境 とは異なる状況にある小学校において、内容の選択や取扱いを学校や教師の

創意工夫に任せた形で、十分な読譜指導を 6年間にわたって系統的に行 うことは、実際問題 とし

て困難であるのかもしれない。

学習指導要領の変遷をた どる現在に至るまでの流れか ら見ると、今後、このまま読譜指導は次

第に縮小の一途をた どるのではないか とい う恐れを感 じる。 しか し、小学校で身に付けた基礎能

力が中学校における音楽学習の基盤 となることは言 うまでもなく、中学校における各領域の音楽

活動を行 うのに十分な能力が身に付いているか否かによって、中学校での学習の出発ノ点や指導 レ

ベル も左右 され るに違いない。音楽科の 目標を達成す るためにも、小学校における音楽科教育で

の読譜指導がよりいっそ う充実す ることが期待 され る。児童の心情を重視 し、児童の発達段階や

興味・関心・意欲を考慮に入れなが ら、確実な方法で基礎的な能力を身に付けさせ るための指導

を行 うことが必要であろ う。
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